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新たな管理型最終処分場候補地選定委員会（第５回委員会） 会議要旨

平成 29年 12月６日（水） 13:00～17:10

オリエントホテル高知 ２階 松竹の間

１ 出席者

（１）委員

・７名（欠席：石川慎吾委員、西條辰義委員、山中稔委員、吉村文次委員）

（２）事務局

・田所林業振興・環境部長、森下副部長、萩野環境対策課長 他４名

２ 報告事項

第４回委員会における審議の概要等について

【事務局】【事務局】【事務局】【事務局】

・第４回委員会の会議要旨及び委員会終了後に行った記者発表用の資料について説明。

３ 議題

（１）３次スクリーニングの評価結果（案）について

・本議題の審議において使用する詳細な図面や画像は、高知県情報公開条例第６条第１項第２号に

規定される非公開情報に該当するものと判断されることから、委員会の設置要綱第６条第４項に基

づいて非公開審議とすることが決定された。（公開審議が全て終了した後、本議題を非公開にて審

議した。）

・委員会終了後、同日19時から県政記者室において、非公開とされた審議の結果等について記者発

表を行った。

→ 記者発表資料：環境対策課ホームページにて公開→ 記者発表資料：環境対策課ホームページにて公開→ 記者発表資料：環境対策課ホームページにて公開→ 記者発表資料：環境対策課ホームページにて公開

（２）４次スクリーニングの評価項目及び評価基準（案）について

【事務局】【事務局】【事務局】【事務局】

・４次スクリーニングの評価項目及び評価基準（案）について説明。→ 承認→ 承認→ 承認→ 承認

【主な意見等】【主な意見等】【主な意見等】【主な意見等】

・現地踏査と言っても立ち入ることが可能な範囲での調査となるため、あくまでも机上調査を補足す

るものであり、また、概略施設計画案や概算事業費の算定も本設計ではなく、実際に作りうるかど

うかを机上で判断するための試算と理解している。

・現地踏査における建物の確認は、地形図どおりにあるか無いか確認し、そのうえで、例えば木造、

非木造、構造などによりＡＢＣのような形で、優劣を付けたらどうか。

→『意見に対する対応等』：①による→『意見に対する対応等』：①による→『意見に対する対応等』：①による→『意見に対する対応等』：①による
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・参考として、登記簿による土地の調査を行うこととなっているが、最近は、所有者不明地が多くあ

る。そうしたことも十分調べ、評価の対象にするのか？最終の登記年月日は調べるのか？

→『意見に対する対応等』：②による→『意見に対する対応等』：②による→『意見に対する対応等』：②による→『意見に対する対応等』：②による

・資料２の２、３ページ目（第３回委員会で説明したスクリーニングのイメージ）では、現地踏査に土

砂災害の危険性の確認を項目としているが、今回の評価項目（案）に、この項目が無いのはどう

いう理由なのか？

→『意見に対する対応等』：③による→『意見に対する対応等』：③による→『意見に対する対応等』：③による→『意見に対する対応等』：③による

・（本日の委員会においては）４次スクリーニングの評価項目と各項目を○△×で評価するというこ

とを決め、その結果をどのように判断するのかは、次回の委員会において審議することでかまわ

ないか。

→了承→了承→了承→了承

『意見に対する対応等』『意見に対する対応等』『意見に対する対応等』『意見に対する対応等』

① 現地踏査は、これまでの地形図等による机上調査の結果が、現地において実際はどのように

なっているのかを確認することが目的。地形図等の情報と異なる建物が存在するなどの具体的

な情報を収集して、その結果を委員会で評価していただきたい。

② 具体の土地に関する調査は、建設予定地が決定してからの対応となるため、現段階では、登記

簿情報を可能な範囲で収集するにとどまる。

③ 今回の評価項目（案）として示した現地踏査の地形、地質の状況及び地形判読により災害の危

険性を確認する。

４ その他

【事務局】【事務局】【事務局】【事務局】

・次回委員会の開催日時について説明（平成 30 年２月１日 10 時～）


